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【事案の概要】
１．概要

本件は、発明の名称を「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」と題する発明
について、発明の課題を「本件発明１の課題は…具体的には、実施例１−１のライスミルクに比べて
コク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであ（る）」と具体
的・限定的に捉えてサポート要件違反とした取消決定に対し、「サポート要件の適否を判断する前提と
しての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に
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基づいてこれを認定する」べきであり、出願日当時の技術水準から課題を認定することが許されるのは
「発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合」に限られると
いう一般論を述べた上で、本件事案の結論として、発明の詳細な説明の記載から、「本件発明は、『コク、
甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』それ自体を課題とするものであることが
明確に読み取れるといえる」と、抽象的・非限定的な課題を認定し、サポート要件を満たすとして、特
許取消決定を取り消した事例である。

本判決は、サポート要件の判断と、進歩性判断における発明の課題との関係について、「記載要件の
適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的
にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外
的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。したがって、出願時の技術水準等は、飽くま
でその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出す
るための事項として扱われるべきものではない」と判示し、サポート要件を判断する際には発明の詳細
な説明の記載に基づいて課題を認定すべきことを述べたうえで、更に「換言すれば、サポート要件の
適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれ
ば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を
取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当
でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」
と判示して、サポート要件と進歩性とで発明の課題を別異に解することを正面から認めた。

本判決のように、サポート要件と進歩性とで発明の課題を別異に解することを正面から認めた裁判
例は過去に見当たらないことから、実務家としては要検討である。（もっとも、知財高裁（大合議）平
成28年（行ケ）第10182号「ピリミジン誘導体」事件が、「サポート要件を充足するか否かという判断は，
上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」と判示し
た点は要研究である。）

２．サポート要件を判断する際に、発明の課題を明細書中の一般的記載部分よりも具体的・限定的に捉
えてサポート要件違反とした裁判例は、多数存在する。特に、平成27年末〜平成29年秋にかけての２
年半は、知財高裁４ヵ部においてサポート要件の判断が厳しく、課題の認定が、進歩性判断と同じく
具体的・限定的になされる事案が散見された。以下に、幾つかの具体例を示す。

このようなサポート要件を厳しく見る裁判例の潮流が、最近少し揺り戻しているという意見が聴か
れるが、本判決も揺り戻しの一環であると期待できるかもしれない。

　知財高判平成28年（行ケ）第10042号「潤滑油組成物」事件
「数値範囲の下限値により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できるこ

とを示す…出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。…本願発明は、特許請求の範囲
において、『本発明に係る潤滑油基油成分』の含有割合が『基油全量基準で10質量％〜100質量％』で
あることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、本願発明の課題を解決できることを
当業者が認識することができなければ、本願発明はサポート要件に適合しない…。…原告の上記主張
は、比較例３と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性が改善したものは全て、本願発明の
課題を解決できることを前提とするものと解されるが、…本願発明の課題を解決できるというために
は、…比較例１ないし３で代表される従来の技術水準を超えて、実施例１ないし６と同程度に優れた
ものとなることが必要である…。」

　⇒比較例と比べて、課題に関連する物性が少し改善しただけでは、課題解決×。（本件と従来技術との
実質的な関係が似ている。）

　知財高判平成27年（ネ）第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件


